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　葛飾区では、保護者とその同居者の就労・疾病等を理由に、監護が必要な小学生のお子さんを対象に学童保育クラブ
でお預かりします。
　学童保育クラブは、公立と社会福祉法人等が運営する私立があります。私立は、申請手続や選考等を公立に準じて、
独自に行っています。

受 付 期 間

＜２次募集＞
4月入会において、１次募集の後に空きがあれば、2次募集を行います。

（２次募集の際の空き状況は2月上旬頃、葛飾区ホームページにてお知らせいたします。）

受 付 場 所

ください（郵送不可）。複数の学童保育クラブへ入会申請書を提出することはできません。

申請書配布場所

提 出 書 類 入会申請書に勤務証明書等の書類をすべてそろえてから申請してください。

※保育園用の就労証明書では受付できません。学童用の書式をご使用ください。

結 果 通 知 1次募集の選考結果は2月上旬頃に通知を送付いたします。

2次募集の選考結果は3月上旬頃に通知を送付いたします。

公立学童保育クラブの入会承認後に入会を取下する場合は、入会申請取下届を申請先（入会承認先）

に必ず入会前に提出してください（郵送不可）。私立学童保育クラブは直接お問い合わせください。

　５月以降、受入人数に余裕がある学童保育クラブについては、随時入会児童の募集を行います。

　  入会日は毎月１日付で、月途中の入会は行いません。

　   各学童保育クラブの募集人数については、原則、毎月１日に区役所４階４０１子育て支援窓口及び葛飾区ホームページ

　にてお知らせしています。

申 請 締 切 日 入会希望月の前月１０日まで（受付場所、受付時間は上記と同様。）※ただし、５月入会の受付のみ４/１～４/１０

ただし、１０日が土・日曜日、祝日の場合には、その直前の開庁日までに申請してください。

結 果 通 知 選考結果は初回申請月のみ通知書を送付いたします。

８月の随時入会につきましては、原則夏季一時学童保育を実施しておりますので受付は行いません。

●令和６年度４月入会一斉受付について

希望する学童保育クラブが受入可能人数を超えた場合は、希望により待機ができます。

希望する学童保育クラブが受入可能人数を超えた場合は、希望により待機ができます。

＜１次募集＞令和５年１１月１０日（金）から１２月８日（金）まで

受付期間は令和６年２月５日（月）から２月９日（金）まで

●令和６年度随時入会受付について

*締切後は一切受付できません*

*締切後は一切受付できません* 提出書類がそろわない又は不備がある場合も受付できませんのでご注意ください。

　　夏季一時学童保育の実施及び申請についても、直接施設へお電話等でお問い合わせください。

区内各学童保育クラブ（公立・私立）、区内各児童館、区内子ども未来プラザ、
区役所４階401 子育て支援窓口
葛飾区ホームページからもダウンロードできます。

提出書類がそろわない又は不備がある場合も受付できませんのでご注意ください。

公立の学童保育クラブ

受付時間は公立学童保育クラブは10時から18時までです。私立学童保育クラブは直接お問い
合わせください。指定校変更の申請をする場合も、必ず期間内に申請してください。

受付時間は公立学童保育クラブは10時から18時までです。
私立学童保育クラブは直接お問い合わせください。
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　　学童保育クラブごとに異なります。申請締切日、入会日、募集人数等は直接施設へお電話等でお問い合わせください。

（通知書送付前に放課後支援課から入会の意思確認の連絡をする場合がございます。）

私立の学童保育クラブ

第１希望の学童保育クラブの窓口へ保護者の方が直接、提出書類をすべてそろえて提出して

令和６年度

http://www.city.katsushika.lg.jp


●入会の要件

その他、監護が必要な場合

※保護者が求職中（採用内定は除く）や、２０歳以上で健康かつ無職の同居者がいる場合は対象になりません。

※入会中に保護者の自己都合により、入会要件から外れる事由（退職等）が発生した場合は事由発生月の末日に退会となります。

※出産を理由とした入会を希望する場合は公立学童保育クラブの緊急一時学童保育に申請してください。

※育児休業取得中の場合は、復職月から入会できます（復職を証明する書類が必要）。

　例えば、育児休業取得中に令和６年度４月一斉入会受付期間に申請いただく場合、令和６年４月中に復職する（予定も含む）方のみが申請できます
　が、入会が承認されても、令和６年４月中に復職しない場合は、退会していただかなければなりませんので、復職時期についてはご注意ください。

　入会中に育児休業を取得する場合は、育児休業取得月の末日（１日から取得の場合は前月の末日）に退会となります。

●提出書類
１　必ず提出していただくもの
（１）入会申請書

　 ・申請書は公立・私立とも同じです。複数希望がある場合は、希望学童保育クラブ名欄に、第２希望まで記入できます。

　 ・申請書は第１希望の学童保育クラブに提出してください。

「勤務（採用内定）証明書」※勤務先による記入が必要

「就労状況申告書＜自営用＞」※経営主による記入が必要

通学 父母 ①「申立書」 ②在学証明書と時間割表等の写し

通所
 20歳以上の同居者
（同住所の方） ①「申立書」 ②学生証の写し

●心身に障害等のあるお子さんの入会について
1

①愛の手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、児童通所サービス受給者証の交付を受けている。

②特別支援学校、特別支援学級に入学及び在籍している。

③心身の発達に気になる点等があり医師の診断により特別な配慮が必要である（診断書がある）。
　　

2 入会について

●食物アレルギーをお持ちのお子さんの入会について

2

　　なお､申請から入会までに3か月以上経過しているときは､入会時に勤務証明書の再提出をお願いする場合があります。

世帯の状況

 ひとり親世帯

　公立の場合は、医師から食物アレルギーを有すると診断され、配慮が必要とされるお子さんについては、お子さんの安全を
考え、おやつ・飲み物・弁当を保護者の方に用意していただくことになります。
　私立の場合は学童保育クラブによって異なります。詳しくはご希望の学童保育クラブまでお問い合わせください。

対象となる児童：区内在住で入会の要件があるお子さんのうち、医療行為を必要とせず、集団生活が可能な方で、次のいず
れかに該当する場合

お子さんを安全にお預かりするために、障害・疾病の程度や保育方法、施設の状況等を総合的に考慮し、必要に応じて面談
を実施させていただき、入会について決定いたします。そのため事前に職員が現在通学・通園している施設や以前通学・通
園していた施設等に伺い、お子さんの日頃の活動状況を確認させていただくことがあります。医師の診断があるお子さん
は診断書等の提出（初回申請時のみ）が必要となります。事前確認は、後日、施設と日時を調整したうえで伺います。

（２）監護が必要な状況を証明するもの
　     ※父母及び２０歳以上（令和６年4月1日現在）の同居者（同住所の親族・知人等）全員の分が必要です。

保護者とその同居者の状況

　　上記提出書類をすべてそろえてから、申請締切日までに第１希望の学童保育クラブへ申請してください。

 心身に障害等のあるお子さん

疾病・心身障害等

介護・看護

　・監護が必要な状況を証明する資料については、申請日より３か月以内に発行されたものが有効です。
　・兄弟姉妹２人以上で同じ学童保育クラブの入会を希望する場合、申請書は１人１部、監護が必要な状況を証明する添付書類は世帯で１部
　　ご用意ください。

就労
以外

必要な添付書類

ひとり親医療証・児童扶養手当証書・児童育成手当認定通知書の写しのいずれか一つ
（上記の給付を受けていない場合は）世帯全員で続柄の記載のある住民票の写しと世帯状況確認書
　※入会申請書の家族構成欄に記載された方全員の住民票の写しが必要

愛の手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・児童通所サービス受給者証（有効期限内）

・特別支援学校（学級）の在学証明書又は就学証明書・診断書の写しのいずれか一つ

　葛飾区に住所がある小学生のお子さんで、次に該当する場合に入会できます。

1
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 ◎葛飾区作成の学童用の書式のもの。
 ◎勤務形態（曜日・時間帯）が固定でない方や
　 勤務証明書のみで勤務時間・勤務日数が確認
　 できない方は、シフト表要添付。

　入会中に出産する場合は、産後休暇後の翌月1日までに復職（出産休暇明け復職）すれば継続利用できます。

①「申立書」 ②診断書（日中監護が必要な状況が記載されているもの）又は各種手帳の写し
　　　　　　 ※65歳以上の方は診断書の代わりに診察カード、認定済の介護保険証、治療計画書等の写しでも可。

①「申立書」 ②診断書（日中監護が必要な状況が記載されているもの）又は各種手帳の写し

保護者とその同居者の就労・疾病等により、概ね週３日以上（日曜日を除く）、放課後（午後２時以降）、監護が必要な
場合

外勤（常勤・パート等）

必要な添付書類

自営業
就労

２　状況に応じて提出いただくもの　※選考基準指数に加算されます。



●選考方法

●入会期間

●葛飾区へ転入を予定されている方へ
　学童保育クラブは、葛飾区にお住まいでない方は利用できません。

●使用料
　　月額　４,０００円（在籍中は、利用がない月でも料金がかかります）

※上記使用料とは別に、各学童保育クラブで間食費・教材費（月額３,０００円程度）を負担していただきます。

・午後６時以降延長使用される場合、別途延長使用料が必要です。延長保育の実施は私立のみとなり、実施時間帯

　や月額は学童保育クラブによって異なります。詳しくはご希望の学童保育クラブまでお問い合わせください。

●使用料の減額・免除、間食費の助成
　次の表に該当する世帯は入会後、別途申請により入会中の費用を減額・免除・助成します。

生活保護受給世帯

令和５年度住民税非課税世帯

令和５年度住民税均等割のみ課税世帯

兄弟姉妹で入会の世帯

（一番年齢の低い児童を除く他の児童が対象）

●指導時間

公立の学童保育クラブ

ー

※一部例外あり。各学童保育クラブへ
　　直接お問い合わせください。

（延長時間）

学校休業日 ８：３０～１８：００
８：３０～１８：００
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開所日 月曜日～土曜日 月曜日～土曜日

すべての学童保育クラブで実施
※時間は各学童保育クラブへ

　　直接お問い合わせください。

下校時～１８：００

指
導
時
間

授業のある日 下校時～１８：００

閉所日 日・祝・年末年始 日・祝・年末年始

全額免除 月額2,000円の助成

※一部例外あり。各学童保育クラブへ
　　直接お問い合わせください。

私立の学童保育クラブ

半額に減額
（負担が月額2,000円になります。）

　ている場合を除く）、入会が保留になる場合があります。

・公立学童保育クラブの支払方法は原則として口座振替となります（毎月末の引落しとなります）。
　入会の承認後、別途「葛飾区口座振替（自動払込）依頼書」を送付します。
　入会の前月中にお手続きを完了してください。
　なお、依頼をしてから口座振替が開始するまで、１～２ヶ月ほどかかります。
　口座振替が開始となる旨の通知が届くまでは、納付書によるお支払いをお願いします。
　※私立学童保育クラブは直接お問い合わせください。

※減額・免除・助成の承認期間は、申請内容により異なります。遡って減額・免除・助成を適用できない場合もあり
ますので、入会後はすみやかに提出いただくようお願いします。

世帯状況
使用料

間食費（おやつ代）
（延長使用料は対象外）

助成なし
（全額負担していただきます。）

　『学童保育クラブ入会選考基準指数』及び『調整指数』（４ページ）に基づき、必要性の高い1年生及び障害のある
児童から順に希望の学童保育クラブについて受入可能人数の範囲内で入会を決定します。指数が同点の場合は、希望
学童保育クラブの順位の高い世帯を優先し、次に以下の項目を総合的に判断し入会を決定します。

・新規と転所の場合、新規申請を優先する（ただし、転居等による転所は除く）。
・保護者の帰宅時間を比較し、遅い世帯を優先する。

　希望の学童保育クラブが受け入れ可能人数を超過したときには、希望により待機ができます。

　入会期間は、令和７年3月31日までです。次年度に継続して入会を希望する場合は、改めて申請が必要となります。
なお、入会の決定後に、施設にて学童保育クラブの説明会等を実施する場合があります。

　ただし、入会日までに転入を予定している場合は入会申請することができますので、締切日までに必要な書類
をそろえて申請してください。その際、上記提出書類のほかに、『住宅の売買契約書の写し』又は『賃貸契約書
の写し』等、葛飾区への転入時期、転入先住所のわかるものを必ず添付してください。
　入会日までに転入ができない場合や、入会後区外へ転出し転校した場合は、葛飾区の学童保育クラブへ通うこ
とはできません。

・同一世帯において学童保育クラブ使用料や保育施設保育料に6か月以上の滞納があると（納付誓約通り履行し



＜別表１＞ 学童保育クラブ入会選考基準指数 

項

目 

保  護  者  の  状  況 
基準指数 提出書類 

類 型 細           目 

１ 

 

 

 

居宅外 

労 働 

（自営の場合

を含む） 

月２０日以上 

(週５日以上) 

勤務終了後ただちに帰宅した時間が１７:００超 １０ 

勤務証明書 

又は就労状況

申告書 

勤務終了後ただちに帰宅した時間が１６:００超～１７：００まで ８ 

勤務終了後ただちに帰宅した時間が１５:００超～１６：００まで ６ 

勤務終了後ただちに帰宅した時間が１４:００超～１５：００まで ４ 

月１６日以上 

(週４日以上) 

勤務終了後ただちに帰宅した時間が１７:００超 ９ 

勤務終了後ただちに帰宅した時間が１６:００超～１７：００まで ７ 

勤務終了後ただちに帰宅した時間が１５:００超～１６：００まで ５ 

勤務終了後ただちに帰宅した時間が１４:００超～１５：００まで ３ 

月１２日以上 

(週３日以上) 

勤務終了後ただちに帰宅した時間が１７:００超 ８ 

勤務終了後ただちに帰宅した時間が１６:００超～１７：００まで ６ 

勤務終了後ただちに帰宅した時間が１５:００超～１６：００まで ４ 

勤務終了後ただちに帰宅した時間が１４:００超～１５：００まで ２ 

 不規則勤務 

不規則勤務で週４０時間以上（夜間勤務等を含む） １０ 

不規則勤務で週３０時間以上４０時間未満（夜間勤務等を含む） ７ 

不規則勤務で週２０時間以上３０時間未満（夜間勤務等を含む） ５ 

居宅内 

労 働 

自営 

（自宅と事業所が同

一家屋で、常時事務

所勤務の場合） 

就業時間が１７:００超 ８ 

就業時間が１６:００超～１７：００まで ６ 

就業時間が１５:００超～１６：００まで ４ 

就業時間が１４:００超～１５：００まで ２ 

２ 
介護 

看護 

居宅外 

(病院・施設等) 

常時付添いが必要であるとき ８ 

申立書及び 

診断書の写し 

各種手帳の写し 

上記以外で、医師の指示により付添いが必要であるとき ５ 

在 宅 

(同居・別居含む) 

要介護認定３～５、身体障害者手帳１～２級、愛の手帳１～２度

に該当する程度であるとき 

８ 

要介護認定１～２、身体障害者手帳３級、愛の手帳３～４度に該

当する程度であるとき 

６ 

上記に掲げる程度に該当しない場合 ２ 

３ 
就学 

技能修得 
保護者が就学・技能修得等のため外出を常態としている場合 

日数、帰宅時間に応じて 

居宅外労働の点数を 

準用する 

申立書及び 

在学証明書等

の写し 

４ 
疾病 

心身障害 

疾病 

おおむね２ヶ月以上入院（又は予定）の常態にある場合 １０ 

申立書及び 

診断書の写し 

各種手帳の写し 

居宅内 

療養 

（ア）絶対安静、精神障害者保健福祉手帳１～３級程度 １０ 

（イ）上記に掲げる程度に至らないが、精神に障害を有すること又は神

経症により、保育に当たることができない状態にあると認められるとき 
９ 

（ウ）（ア）又は（イ）に掲げる場合に該当しないが、保育に当たることが

できないと認められるとき 
７ 

心身 

障害 

身体障害者手帳１・２級、聴覚障害者３級、愛の手帳１～３度に該当する場合 １０ 

身体障害者手帳３級、聴覚障害者４級、愛の手帳４度に該当する場合 ９ 

その他の心身障害者 ７ 

①保護者のそれぞれについて選考基準指数を求め、合算して当該児童の指数とする。 

②保護者が児童の監護にあたれない状況が複数ある場合は、原則として指数の高い状況をとる。 

③決定した世帯の指数には、別表２の調整指数を加減算することができる。 

 

 

 ＜別表２＞ 調整指数 

加算指数 

学年調整 

小学校１年生 ＋１０ 

 

小学校２年生 ＋８ 

小学校３年生 ＋６ 

小学校４年生 ＋４ 

小学校５年生 ＋２ 

小学校６年生   ０ 

ひとり親調整 ＋１４  

障害児調整 ＋１０  

ひとり親調整については、ひとり親であることがわかる書類の提出が必要となる。    提出書類についてはＰ2 の「2 状況に応じて提出 

障害児調整については、障害児であることがわかる書類の提出が必要となる。     いただくもの」に記載 

障害児については学年による加算調整はしない。 

      

                                                              「この冊子は、印刷用の紙へリサイクルできます。」 
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